
 

                           

 

２０２５年１２月１２日 

発行責任者  菅野  拓哉 

ＪＲ貨物労組九州地本青年部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、保存休暇を使ったことはありますか？？ 

２３春闘で貨物労組がかち取った、保存休暇の積立限度１０日の増（６０日まで） 

あふれてしまわないように、適度に使っていきたいですよね💦 

今回は、保存休暇の使い道（一部）についての情報です。 

 

 

 

・私傷病により欠勤が必要な場合に使用できることとする。 

 この場合、年休に優先して使用できることとする。 

 

 

・義務教育（保育所・幼稚園・高校等を含む）における行事に出席する場合に 

 使用できることとする。 

 

 

・官公庁への各種書類申請及び届出（自動車免許の更新手続きを含む）を行う場合 

 に使用できることとする。 

 

                                              などなど 

 

一例ですが、こんなことに使用できます！ 

知っていた方も、知らなかった方もこれを機に保存休暇も活用していきましょう！！ 

 

※詳細は、『保存休暇規程』を参照してください。 

て   ん      け   ん      じ ゃ く        い 

本日から２０２６ＪＲ総連春闘にむけての不定期企画！！ 

この間、貨物労組が春闘でかち取ってきた諸要求をご紹介します。 

記念すべき１回目は「保存休暇」についてです！ 


